
 

自由民主党 社会福祉推進議員連盟 御中 

 

社会福祉法等の一部を改正する法律案の早期成立のお願い 

（要望） 

 

○ 今般の社会福祉法等の一部を改正する法律案は、これからの社会の負託に応え得る社会

福祉法人のあり方が再定義されたものと受け止めています。 

 

〇 法律案が提出されるに至った経緯に鑑みても、公益財団法人等と同等以上の公益性・非

営利性の確保、説明責任を果たした経営の透明性の確保、他の事業主体では対応できない

福祉ニーズを充足する地域社会への貢献といった、求められる改革に真摯に対応していく

ことは必要不可欠だとの認識にあります。 

 

〇 社会福祉法人が地域の多様な生活課題や福祉ニーズに対応し、地域のセーフティネット

として機能していくため、そして、わが国においてすべからく必要な福祉の基盤が維持さ

れ発展していくために、一日も早い改正法の成立をお願いいたします。 

 

 

平成 28年 2月 23日 

 
社会福祉法人 全国社会福祉協議会全国保育協議会 

会 長 万 田  康 

 
公益社団法人 全国私立保育園連盟 

会 長 近 藤  遒 

 
社会福祉法人 日本保育協会 

理事長 大谷 泰夫 


